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基本目標 施　　　　　　策 施　　　　　　　策 基本目標

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

資料　4　

3就業等の支援

健康づくり・
介護予防
をすすめま
す

5介護予防の推進 ５介護予防の推進

高齢者保健福祉計画基本目標及び施策の現計画と次期計画との関係

高齢者保健福祉計画（Ｈ２１～Ｈ２３） 高齢者保健福祉計画（Ｈ２４～Ｈ２６）

社会参加
といきがい
づくりを支
援します

いつまでも
地域の中
でくらせる
自立と安
心のため
のサービ
スを充実し
ます

6介護保険サービスの提供と
基盤整備

６介護保険サービスの提供と基盤整備

社会参加と
いきがいづ
くりを支援
します

８介護保険サービスの質の向上及び
適正利用の促進

9認知症高齢者支援体制の
推進

９認知症高齢者支援の推進

10在宅療養体制の整備

7自立生活への支援（介護保
険外サービス)

７自立生活への支援
   （介護保険外サービス)

支え合い
のしくみづ
くりをすす
めます

15高齢者を地域で支えるしく
みづくり

14介護者への支援

16ボランティア活動等への支
援

15高齢者への地域支援のしくみづくり

健康づく
り・介護予
防をすす
めます

4健康づくりの促進 ４健康づくりの促進

12くらしやすいまちづくりと住宅の支援

尊厳ある
くらしを支
援します 14介護者への支援

10在宅療養体制の充実

11ケアマネジメント機能の強
化

11高齢者総合相談センターの機能強
化の推進

12くらしやすいまちづくりと住
宅の支援

1いきがいづくりの支援

13権利擁護・虐待防止の促
進

8介護保険サービスの質の向
上及び適正利用の促進

2多様な地域活動への参加支
援

３就業等の支援

２社会貢献活動への支援

1いきがいのある暮らしへの支援

いつまでも
地域の中
でくらせる
自立と安心
のための
サービスを
充実します

16災害時支援体制の整備

13権利擁護・虐待防止の推進

支え合い
のしくみづ
くりをすす
めます

尊厳ある
くらしを支
援します



基本目標１ 社会参加といきがいづくりを支援します 

 

施策１ いきがいのある暮らしへの支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

調査結果 現   状 現計画の課題・方向性 課   題 今後の方向性 

・区主体の取組みと高

齢者自身や地域で活
動する団体が主体と
なった企画運営と実
施できるしくみの構
築 
・文化・スポーツ等行

う高齢者、地域活動団
体と連携したしくみ
づくりと支援 
・ことぶき館の機能を
維持しつつ、新たに地
域社会に参加する人

たちが、いきがいづく
り等の活動に利用で
きる機能転換をすす
める 
 

・どのようなことにいき
がいを感じているかの質
問では、一般高齢者の
51.7%及び第2号被保険者

の 56.8%とも「趣味」が一
番で、「家族との団らん、
友人・仲間とすごすこと」
が上位である。 
・居宅サービス利用者の
回答では、「家族との団ら

ん」37.1%が一番多く、「孫
や子どもの成長」29.6%が
上位である。 
・一般高齢者で、興味あ
る地域活動やボランティ
ア活動等の質問では、「地
域の環境美化」19.0%、「交
通安全や犯罪防止、災害
時の救援・支援などの地
域の安全を守る活動」
15.3%が多いが、「ひとり
暮らしや介護が必要な高

齢者を支援する活動」も
13.8%あった。 

・地域センターや生涯学

習館などのコミュニテ
ィ施設の利用者が固定
している。 

 

・区の人材育成事業が、
活発に実施されていな

い。 

 

・高齢者への地域活動の
情報提供が、伝わりにく
い状況である。 

 

・ことぶき館の機能転換
は、区民相互の交流の拠
点として 7 館が地域交
流館に、ボランティアな
どの社会貢献活動の場
として 2 館がシニア活
動館に転換している。 

・地域センターや生涯学
習館などへ新たな高齢
者グループの参加や既
存の団体への個人の参

加がしにくい。 
・区の人材育成事業が、
地域活動へつながって
いない。 

・地域活動の情報を的確
に伝えることが必要で

ある。 

・いきがい活動の場とし
て、ことぶき館の機能転
換をすすめる必要があ
る。 

・地域センターや生涯学習館な
どで行っている事業や団体の
紹介などを、イベント時や機関
誌などを通して、より周知する
ことにより、参加を促し、いき
がいを持った高齢者を増やす。
また、区民プロデュース講座に
新たな高齢者が参加しやすい
制度設計をする。 

・区の事業として行っている人
材育成事業（講座等）を調査し、
生涯学習部門で取りまとめの
上、共通する事業について調
整・集約し、事業実施していく。

また、区の事業補助や地域活動
への参加につなげるなど必ず
結果をフォローする。さらに、 

財団と連携し人材バンク検索
システムを立ち上げる。 
・ことぶき館の機能転換をすす

め、高齢者のいきがい活動の場
の充実を図る。 



基本目標１ 社会参加といきがいづくりを支援します 

施策２ 社会貢献活動への支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

調査結果 現   状 現計画の課題・方向性 課   題 今後の方向性 

・高齢者自身や地域で
活動する団体が主体と

なった企画運営と実施
できるしくみの構築 
 
・ことぶき館等の高齢
者向け施設の機能転換 
 

・ボランティア活動等
をいきがいと考えてい
る人を実際の地域活動
に結び付けていくこ
と、情報提供のしくみ
づくりや交流できる場

の整備 
 
・多様な地域活動へ継
続して参加できる環境
整備 

・一般高齢者の 4人に 1人
は地域活動に参加したい
という意向があったが、半
数以上は経験がなかった。 
 
・地域活動等をしていない
と回答した理由では、一般
高齢者の 50.4%が「健康や
体力に自信がない」、第 2
号被保険者の 40.8%は、「ど
のような活動が行われて
いるか知らない」が上位と
なっている。 
 
・いきがいの質問で、特に
地域活動参加者の割合は、
19年度の調査時の 15.1%か
ら 3.3 ポイント増加の
18.4%となっており、23 年
度の目標値 18%を上回っ

た。 
 

・多様な地域活動の場と
して、ことぶき館等の機

能転換を推進、整備 
 シニア活動館（2館） 
 地域交流館（6館） 
 
・介護支援ボランティ
ア・ポイント事業ではポ

イントが貯まることで
やりがい感が高くなっ
ている。登録数は目標値
を超えている。 

 

・ボランティア･市民活

動センターによる支援
事業では、その人・団体
の希望に沿った活動の
調整を行い、活動したい
方、活動してほしい方を
結びつけ、地域活動への
参加をすすめている。 

 

 

 

・シニア世代（50 歳以
上）及び高齢者が、身
近な地域で、自らの力
を活かし、多様な地域
活動に気軽に取組むこ

とができるよう、自主
的な地域活動の場の提
供を図る必要がある。 
 
・ボランティア活動へ
の参加促進のための普
及啓発活動が不十分で
ある。 

・シニア世代（50 歳以上）及び
高齢者が、自ら地域の中でいきが
い活動を見出し、主体的に活動が
できるようにする。また、身近な
地域で、ボランティア活動や社会
貢献活動等へ参加できるよう、こ
とぶき館の機能転換を進め、地域
活動の拠点となる場の整備を図
るとともに、区民への情報提供及
び自主活動への支援を継続する。 
 
・参加希望者へより多くのボラン
ティア・地域活動のフィールド
（実践の場）をコーディネートす
る体制を整える。 
 また、地域人材塾や生涯現役塾
の修了生や、未来創造財団の登録
者など、活動希望者と地域のニー
ズを幅広く調整できるような仕
組みを検討し構築する。 
 

・シルバー人材センターにおける
会員のいきがい及び社会参加の
場として、社会貢献活動を積極的
に実施する。 
 

 



基本目標１ 社会参加といきがいづくりを支援します 

 

施策３ 就業等の支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

・知識や経験が豊富で、
就業意欲が高い高齢者
が働き続けられるよう
に、ハローワーク等と
の連携による求人開拓
や情報提供 
・新宿区シルバー人材
センター等の就業等事
業に対し助成 
・高齢者の就業につい
て、多様な就業機会の
創出や支援 

・高齢者の知識等を活
かせる就業の場の確保
や相談の実施など、就
業環境の充実 

・一般高齢者調査にお

いては、収入のある仕
事についていないと回
答した 57.2%の人のう
ち「仕事をしたいが仕
事がない」と回答した
人は 18.8％であった。 

・第 2 号被保険者調査
では、「元気な間はずっ
と働きたい（37.9％）」
が最も多くなってい
る。 65 歳ぐらいが
21.2％、70 歳までが
7.8％の回答であった。 
 

・勤労者・仕事支援セ
ンターとシルバー人材
センターが、新宿こ
こ・から広場に移転し、
就労に関する支援の拠
点 
・勤労者・仕事支援セ
ンターに、高年齢者無
料職業紹介所（新宿わ
く☆ワーク）の開設 
・障害者等の支援にシ
ニアなどを対象とした

ジョブサポーターを活
用 
・若年労働者の減少と
高い就業意欲をもった
元気高齢者の増加 
・団塊世代高齢者の参

入 
・年金制度改革に伴う
支給開始年齢の引き上
げと高年齢者雇用安定
法の改正 
 

・新宿わく☆ワークで
は希望する仕事と供給
できる仕事のミスマッ

チがある。 

・シルバー人材センタ
ー会員数の伸び悩んで
いる 

・多様な働き方に応じ
た就業機会の確保を進
める必要がある 

・シルバー人材センタ
ーの周知度の向上を図
る必要がある。 

 

・ハローワーク等関係
機関との連携 
・勤労者・仕事支援セ

ンターとシルバー人材
センターの連携による
就業機会の拡大 

＜勤労者・仕事支援ｾﾝﾀｰ＞ 

・仕事を提供してくれ
る企業の開拓 
・ジョブサポーターの
拡充 
＜シルバー人材センター＞ 

・シルバー人材センタ
ーの会員の入会促進 
・シルバー人材センタ
ーの周知、就業機会の
拡大 
・さらなる事業開拓（少
子高齢化に対応する家
事援助・育児支援サー
ビス等） 

現計画の課題・方向性 現   状 調査結果 課   題 今後の方向性 



基本目標２ 健康づくり・介護予防をすすめます 

 

施策４ 健康づくりの促進  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

・健康診査等の受診率
の向上を図り、生活習
慣病など病気やうつな
どの予防や早期発見、

早期治療とよりよい生
活習慣の継続が重要 
・高齢期特有のこころ
や体の特徴を踏まえた
取り組みは不十分 
・うつの早期発見・早

期対応のための知識の
普及啓発と相談体制の
整備 
・高齢者自身が関心を
持ち取り組める、様々
な機会や場の提供 

 

・治療中の病気がある

65歳以上の人は、男性
70.9％、女性 79％であ
る。特に糖尿病で治療
中 の 方 は 、 男 性 は
14.9％女性は 7.9％で
ある。 

・うつ傾向を把握する
「こころの健康状態」
の項目で、要介護状態
にある方の介護者で
は、3 つ以上「はい」
と答えた人が、一般区

民を対象とした「健康
づくり区民意識調査」
に比べて、多い状況に
ある。 
 
（「はい」の項目） 

・生活に充実感なし 

・楽しめなくなった 

・おっくうに感じる 

・役に立つ人間と思え 

ない 

・わけもなく疲れた 

・健康診査受診率はどの
年代も女性の方が受診
率は高いが、70 から 74

歳では、受診率が 4割を
超える。健診の結果、保
健指導が必要とされる
方の中で、60歳代で毎日
飲酒する男性が 5割、女
性は6割という状況であ

る。 
・60歳代の女性の喫煙率
が東京都の平均に比較
して高い。 
・薬内服中でありながら
血糖のコントロール不

良の方が、男女とも 3割
いる。 
・60 歳、70 歳で重度の
歯周病にかかっている
割合が 5割以上と高い。 

 

・高齢期には、治療が
必要な病気をもちなが
らでも取り組める健康
づくりが必要である。 
・生活習慣病には、薬
の服用だけでなく、生
活習慣の改善に取り組

むことが重要であり、
そのための動機づけや
環境づくりが必要であ
る。 
・歯周病の治療を継続
できるよう動機づけを
図り、口腔機能の低下
を予防する必要があ
る。 
・「こころの健康状態」
の項目で「はい」が３
つ以上ある方は抑うつ
傾向にある可能性があ
る。要介護状態にある
方の介護者へは精神面
への支援が必要である
可能性が高い。 
 

 

・健康づくりに取り組
み、病気の悪化予防を
図るための体制づくり
が必要。特に血糖値が

高い方に対する悪化予
防のための体制づくり
に取り組む。 
・区内歯科医療機関に
おける歯科健康診査事
業を推進する。 

・要介護者の家族への
相談を充実する。 
・関係機関と連携して、
介護者の心のケアに資
する取り組みを検討す
る。 

 

 

現計画の課題・方向性 現   状 調査結果 課  題 今後の方向性 



基本目標２ 健康づくり・介護予防をすすめます 

 

施策５ 介護予防の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

・介護予防教室修了者
の自主活動グループ
化への側面的支援が
必要 
・特定高齢者及び要支
援者への個別性重視
の適切な介護予防マ

ネジメント 

・介護予防についての
普及啓発の推進 
・介護予防教室修了者
による自主活動グル
ープ化を促進 

・特定高齢者選定及び
特定高齢者や要支援
者に対する介護予防
マネジメントの実施 

・介護予防についての
関心では、関心がある
と回答した人は約 7 割
であった。 
・参加してみたい介護
予防教室は「筋力向上
教室 39.3%」「認知症予
防教室 38.6%」「転倒予
防教室 35.7%」であっ
た。 

 

・介護予防教室への継
続参加希望者の増加。 
・介護予防教室修了者
による自主グループ活

動数の増加と活動場所
の不足 
・地域高齢者総合相談
センター間でのケアマ
ネジメント能力の差 

・介護予防教室修了者

及び地域で介護予防の
取り組みを行っている
グループに対して、出
前講座、新宿区の介護
予防体操「新宿いきい
き体操」を普及 

 

 

・区民ニーズに即した
介護予防事業の展開 
・高齢者総合相談セン
ターの介護予防ケアマ
ネジメントの質の向上
が必要 
・基幹型高齢者総合相
談センターによる地域
の高齢者総合相談セン
ターのケアマネジメン
ト支援の充実が必要。 

・新宿区介護予防体操
「新宿いきいき体操」
のさらなる普及が必要 
 

 

・平成 24年の介護保険
法の改正を踏まえた今
後の介護予防事業を検
討し、既存の介護予防
事業の見直しを行う。 
・高齢者総合相談セン
ターへの介護予防ケア
マネジメント研修を充
実し、高齢者総合相談
センターの能力の標準
化をはかる。 
・地域高齢者総合相談

センターのケアマネジ
ャーに対し後方支援を
行い、ケアマネジメン
ト能力の向上を図る。 
・新宿いきいき体操普
及を行う区民からなる

新宿いきいき体操サポ
ーター制度を充実 
・新宿いきいき体操を
中心とした介護予防自
主活動を、地域交流館、
シニア活動館等、地域

に根差した場所で展開
していく。 

 

現計画の課題・方向性 現   状 調査結果 課   題 今後の方向性 



基本目標３ いつまでも地域の中でくらせる自立と安心のためのサービスを充実します 

 

施策６ 介護保険サービスの提供と基盤整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

・2015 年の高齢者介

護のあるべき姿を念

頭に置きながら、介護

が必要な状態になっ

ても、いつまでも住み

慣れた地域で暮らし

続けることができる

地域包括ケアの実現

を目指す。 

・そのため、居宅サー

ビスや、小規模多機能

型居宅介護等の地域

密着型サービスの整

備充実を図るととも

に、在宅生活が困難と

なった高齢者のセイ

フティネットとして、

公有地の活用などに

よる介護老人福祉施

設整備を検討する。 

 

・居宅サービス利用者

調査において、「在宅で

暮らし続けられるため

に必要こと」では、必

要な時に随時・訪問し

てくれる介護・看護サ

ービスと回答した人

は、住まいの確保に続

いて 2番目に多い。 

・ケアマネジャー調査

において、ケアプラン

に組み込みにくいと思

うサービスとその理由

の問いに、サービスが

不足しているとの回答

が多かったのは、ショ

ートステイ、リハビリ

テーション、訪問看護

であった。 

 

・要介護認定者および

介護保険サービス総給

付費はいずれも、平成

21年度実績が制度開始

時からほぼ倍増してい

る。 

・介護保険サービスの

普及が進み、利用者満

足度も高い。 

・第 4 期介護保険事業

計画期間中の基盤整備

実績 

○特別養護老人ホーム 

2 ヶ所 (小規模特養

1所含む) 

○認知症高齢者グルー

プホーム（2ヶ所） 

○小規模多機能型居宅

介護（2ヶ所） 

・要介護度が中重度に

なっても住み慣れた地

域での生活の継続を目

指す地域包括ケアを推

進するうえで、不足す

るサービスまたは制度

改正による新たなサー

ビスの整備 

（小規模多機能型居宅

介護、ショートステイ、

定期巡回・随時対応型

訪問介護看護等） 

・特別養護老人ホーム

入所待機者は、依然増

加傾向にある。 

 

 

・介護が必要になって

も住み慣れた地域で暮

らし続けられる「地域

包括ケア」のさらなる

推進 

・平成 23年度のモデル

事業の実施結果を踏ま

えた、定期巡回・随時

対応型訪問介護看護の

導入 

・公有地の活用による

地域密着型サービスの

整備を検討 

・平成 23年度に特別養

護老人ホーム入居待機

者の実態に関する調査

研究事業を実施し、そ

の分析結果に基づいて

適切な施設整備計画を

検討 

また、入所については、

入所の必要性を勘案し

た適切な入所調整を行

うための体制整備を検

討                        

 

現計画の課題・方向性 現   状 調査結果 課   題 今後の方向性 



基本目標３ いつまでも地域の中でくらせる自立と安心のためのサービスを充実します 

 

施策７ 自立生活への支援（介護保険外サービス） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

・地域での生活のために

必要なサービスを適切

に提供するとともに、見

守り等の充実による住

みなれた地域で安心し

て生活できるしくみの

構築 

・住み慣れた場所で安心

して自立した在宅生活

を送れるようサービ

ス・見守り体制等の充実 

・ひとり暮らし高齢者の
中で、「普段の生活で困
ったときに手助けを頼
める人がいるか」との問
いには、約 3割が「いな
い」と答えている。 
・近所との付き合いにつ
いての質問では、一般高
齢者のうち 36.1%が「あ
いさつ（会釈）をする程
度のつきあい」と答えて

いる。 

・高齢者の日常生活を支

援する事業、安全と安心

を提供する事業、高齢者

とその家族をめぐる社

会環境やニーズの多様

化に対応する事業等

様々なサービスを実施

している。各サービスの

相談及び申請は、高齢者

総合相談センター（一部

は特別出張所）で行って

いる。 

 
・ふれあい訪問・地域見

守り協力員では、対象者
世帯と協力員数は目標
値に近づいている。 
・ふれあい訪問の対象者
は見守り協力員事業へ
移行するケースが増え

て減少している。 

・介護保険法改正への対
応及び高齢者人口の増
加に伴う保険外サービ
ス利用の増加への対応
が必要である。 
・見守り協力員自身の高

齢化も進んでいる。 
・安否確認・見守り事業
として実施の事業等に
ついては地域包括ケア
体制が更に整備されて
いく中で再検討が必要
である。 

・災害時にも安定した保

険外サービスが供給で

きる体制づくりが必要

である。 

・介護保険法改正に伴い、

介護保険サービスと保険

外サービスで行うものを

整理し、保険外サービス

として充実すべき事業を

再構築する。 

・高齢者人口及び保険外
サービス利用者数の将来
推計を行い、保険外サー
ビス総量を把握する。 

・保険外サービスについ

ての情報提供を充実す

る。 

・ぬくもりだより訪問配

布事業、介護支援ﾎﾞﾗﾝﾃｨ

ｱ･ﾎﾟｲﾝﾄ事業、暮らしのサ

ポート事業を含め総合的

なｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄを行う。 

・見守り協力員制度の周
知による新たな人員確保 
・災害時に備え、委託業

者へ資材備蓄及び配送手

段確保を指示し、安定し

た供給体制の確保を図

る。 

 

現計画の課題・方向性 現   状 調査結果 課   題 今後の方向性 



 

基本目標３ いつまでも地域の中でくらせる自立と安心のためのサービスを充実します 

 

施策８ 介護保険サービスの質の向上及び適正利用の促進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

・介護保険サービス事
業者の、法令等に基づ
いた適正でより質の
高いサービスの提供 
・介護保険サービスを
区民が適正に利用で
きるよう制度周知が
必要 
・様々なサービスを事
業者が適正に提供で
きるよう、東京都介護
給付適正化プログラ
ムを踏まえた、適正化
に向けた取組み 
・介護人材の確保・育
成への区としての支
援 
 

・在宅サービスの利用
者のサービスの満足度
については、ショート
スティを除いて、いず
れの介護保険サービス
も満足（「満足」もしく
は「やや満足」）と回答

した人は 9 割以上であ
った。 
・事業所の平成 22年度
の収支見込みは、黒字
が 3 割、均衡が 3 割、
赤字が 3割であった。 

・また、6 割の事業所
で処遇改善の取り組み
を行ったと回答した。 

 

・介護保険サービス適
正化計画に沿って、事
業者への実地指導、ケ
アプランの点検の実
施、区民向けパンフレ
ット作成を行う。 
・利用者からの苦情は
減少しており、事業者

指導の現場でも不適切
な業務執行による改善
指導や返還請求はかな
り減っている。 
・介護従事者の人材確
保・処遇改善目的とし

た介護報酬の3%UPの
ほか、国から介護従事
者処遇改善交付金が交
付された。 

・介護人材育成のため
「新宿ケアカレッジ」

を実施したほか、介護
福祉士等の資格取得費
用を助成している。 

 

・利用者ニーズが多様
化する中で、事業者自
身による多様なニーズ
に対応したサービスの
提供・開発が求められ
る。 
・利用者側の制度に対

する誤解や、ケアマネ
ジャーの理解不足等が
散見される。適正なサ
ービス利用のために
は、利用者に対する適
切な制度利用方法の普
及と事業者の適切なサ
ービスを提供するとい
う自覚を促す視点での
指導を引き続き行って
いく必要がある。 
 

 

・多様化するニーズに
対応した質の高いサー
ビス提供を努力する事
業者が利用者から選ば
れ、そうした事業者の
取り組みが事業者間で
の競い合いにつながる
ような事業者支援の推

進 
・介護の専門職として
スキルアップの向上を
目指す人材育成の継続 
・適切なサービス利用
を目的とした介護保険
制度のさらなる普及促
進 
 

 

現計画の課題・方向性 現   状 調査結果 課   題 今後の方向性 



基本目標３ いつまでも地域の中でくらせる自立と安心のためのサービスを充実します 

施策９ 認知症高齢者支援の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

・認知症予防、早期発
見・早期対応のため
に、相談、受診ができ
る体制 
・認知症発症後の生活
を支援する取組みを

充実 
・関係機関の役割の明
確化と機能的なネッ
トワークの構築 
・地域住民等の認知症
についての知識を深

め、本人、家族に対す
る理解や気づき、支え
合いを推進する対策 

・認知症の介護者は、
認知症以外の介護者と
比較し、ストレスが多
い。 
・認知症の介護につい
ての相談先は、かかり
つけ医や高齢者総合相
談センターが増加して
いる。 
・ここ 6 か月から 1 年
の間に、物忘れにかえ
て理解・判断力の低下
を感じていながらも、
どこかへ相談している
人は少ない。相談して
いない人の理由として
「相談するほどのこと
ではない」「年だから仕
方がないと思う」と回
答した人が、約 4から 7
割である。 

・平成 23年 3月末現在、
介護保険の要介護（要支
援）認定者のなかで日常
生活に支障をきたし、何
らかの見守りや支援を
要する認知症の症状が
ある方が 2 人に一人の
割合でいる状況がある。
（認知症高齢者の日常
生活自立度Ⅱ～M）その
うち約 6 割の方が在宅
で生活している。 
・認知症施策は、主に健
康部と福祉部で取り組

んでいるが、十分な連携
体制の確立はされてい
ない。 
・若年認知症についての
施策が不明確である。 
・都は平成 23 年度に 2
次医療圏に 1 か所を基
本に「認知症疾患医療セ
ンター」を整備し医療機
関同士、さらには医療と
介護・福祉の連携強化を
はかるため、区において

も連携強化に取り組ん
でいく必要がある。 
 

・認知症の介護者支援とし

て、介護保険サービスの
他、介護保険外サービス等
でも介護者の心身の負担
の軽減や孤立防止を、相談
や支援体制の整備をして
いく必要がある。 
・もの忘れを感じていなが
らも、相談や受診行動に至
っていない。認知症の正し
い理解のための普及啓発
をはじめ、気軽に相談や受
診ができる体制をつくり、

広く周知することが必要
である。（若年性認知症も
含む） 
・平成 20 年度から認知症
サポーター養成講座を開
催し、平成 23 年 3 月末現
在 3,816 名の認知症サポ
ーターが誕生しているが
具体的な支援活動には至
っていない。 

・認知症の相談体制の充実
を図る。 
・認知症の正しい知識のさ
らなる普及啓発活動（若年
性認知症含む）を行う。 
・認知症介護者の支援の充
実を図る。 
・認知症に関する施策につ
いて関係部署、関係機関と
の連携を強化する。 
・本人や家族の身近な相談
窓口である高齢者総合相
談センターが機能する体
制の確立を図る。 
・認知症サポーターを活用
し認知症の本人や家族の
見守り活動などにつなげ、
地域で支えるしくみを整
備する。 
・認知症サポーターの活動
拠点として高齢者総合相
談センターが機能する体
制を確立する。 

現計画の課題・方向性 現   状 調査結果 課    題 今後の方向性 



基本目標３ いつまでも地域の中でくらせる自立と安心のためのサービスを充実します 

 

施策１０ 在宅療養体制の充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

・病院と地域の機関が
効果的に連携し、適切
に在宅療養者やその
家族を支援する体制 
・医療の必要性が高い
人を在宅で支援する
専門職のスキルアッ
プ 
・24 時間 365 日の在
宅医療を支える体制
の充実 
・区民の在宅療養を支

える関係機関や病院
が、区民とともに在宅
療養について理解を
深めることが必要 
在宅療養者の日常生
活を支えていく人や

しくみ、施設の充実 
・安心して在宅療養を
継続できるように、医
療の体制整備と在宅
療養について理解を
深める取組みを展開 

・在宅療養を希望する
人は 5割弱（47.3%）い
るが、在宅療養を難し

くする要因では、家族
への負担が 64.1%、急
変した時の医療体制
30.8%や在宅療養費用
30.7%が上位である。 
・在宅療養者を支える
医療体制について、ケ
アマネはリハ関係と訪
問看護について 8 割が
サービスを組み込みに
くいと答えている。 
 

 

・医療依存度の高い人、
重症者、精神疾患を抱
えている高齢者など、
多様なニーズを抱えた
在宅療養者が増加して
きている。 
・在宅療養相談窓口や
高齢者総合相談センタ
ー等で在宅療養の相談
を受けている。 
・がんを告知されたと
きから、医療や療養の

選択を安心して相談で
きる体制が不十分であ
る。 
・摂食・嚥下機能の評
価・リハビリの仕組み
が不十分である。要介

護高齢者に摂食・嚥下
障害患者が多い。 
急性期病院、回復期リ
ハ、地域間でのリハビ
リに関する情報共有が
不十分である。 

 

・在宅で療養をする際
の医療ニーズと介護サ
ービスニーズを満たす

ため、保健・医療・福
祉、地域のさらなる連
携強化が必要である。 
・がん患者や摂食嚥下
障害患者など、ざまざ
まな個別ニーズに対応
するサービスや仕組み
づくりが必要である。 
・地域全体で安心して
リハビリを受けられる
体制づくりが必要であ
る。 
・区民が相談する際、
在宅療養相談窓口と高
齢者総合相談センター
の医療連携担当との役
割分担が分かりにくい
ため、区民にわかりや
すい療養相談窓口とす
る。 

 

・現在の事業の推進 
・がん罹患後の患者お

よび家族の不安の軽減 
 がん患者の在宅緩和
ケアの充実 
・摂食・嚥下障害患者
へのリハビリテーショ
ンや食の支援の仕組み
づくり 
・リハビリ機関との連
携を図る仕組みづくり 
・在宅療養の相談窓口
明確化 

 

現計画の課題・方向性 現   状 調査結果 課   題 今後の方向性 



基本目標３ いつまでも地域の中でくらせる自立と安心のためのサービスを充実します 

施策１１ 高齢者総合相談センターの機能強化の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

・在宅で生活する認知
症高齢者の増加、孤独

死・虐待・消費者被害
など、従来の人材では
十分対応できない。 

・地域包括ケアの地域
の中心的な相談機関
としての機能や人員

体制の強化が必要 

・ケアマネジャーへの
効果的な支援が必要 

・センターの認知度に
ついては、一般高齢者
の半数がセンターを知
らないという結果があ
る。 
・事業者調査において
高齢者総合相談センタ
ーとの連携状況につい
ての問いでは、「十分に
取れている」との回答
は約 4割であった。 
・一方、連携がとれな
い理由は、「センターご
とに職員のレベルや対
応に違いがある」との
回答が、ケアマネジャ
ー、事業者ともに一番
多かった。 

・平成 21年から「地域包
括支援センター」を「高
齢者総合相談センター」
に名称を変更し、共通の
ロゴマークを作成する。 
・平成 22年 4月から地域
高齢者総合相談センター
の配置職員についてほぼ
倍増の人員増を行い体制
整備が行われた。 
・さらに認知症担当者や
医療連携担当者を配置、
地域の中心的な相談機関
として人員体制を強化し
た。 
・その結果、相談件数、
訪問件数は対前年比 50%
以上の増となった。ネッ
トワーク会議の開催は対
前年比 90%以上の増とな
った。 
・基幹型高齢者総合相談
センターが地域高齢者総
合相談センターの業務統
括・調整・後方支援を行
っている。 
・区有施設への併設につ
いては、4 センターにつ
いて区有施設への移転が
決定している。 

・今後も、地域包括ケ
アを担うコーディネー
ト機関として地域ニー
ズの把握、多職種多機
関とのネットワークの
構築などを充実すると
ともに、それらを担う
センター職員の更なる
スキルの向上と標準化
など、人材育成が必要
である。 
・区民の利便性の観点

から、全センターの区
有施設への併設を検討
する必要がある。 
・また、センターの周
知や日常の活動を通じ
て、認知度を高めてい

く必要がある。 
・基幹型高齢者総合相
談センターの役割を明
確化する必要がある。 

・基幹型高齢者総合相
談センターが中心とな
って、高齢者総合相談
センターに対する後方
支援を充実させる 
・区の責任ある関与を
通じてセンターの公正
な運営を図るととも
に、地域包括ケアの中
心機関として、地域の
関係機関とのネットワ
ークを構築し連携を図

る。そのために必要な
職員の資質の向上な
ど、人材育成を行う。 
・区有施設への併設を
推進していく。 
・様々な機会・媒体を

通じ、センターの周知
を図っていく。 

現計画の課題・方向性 現   状 調査結果 課   題 今後の方向性 



基本目標３ いつまでも地域の中でくらせる自立と安心のためのサービスを充実します 

施策１２ くらしやすいまちづくりと住宅の支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

・住み慣れた地域で活
動を継続し、住み続け
ることができるよう
ユニバーサルデザイ
ンの視点に立った都
市空間の実現 

・民間賃貸住宅の入居
が困難になっている
高齢者に対する民間
賃貸住宅等への円滑
入居の取組み 

・住み慣れた地域で活
動を継続できるよう、
ユニバーサルデザイ
ンの推進 

・安心して住み続けら
れるよう、バリアフリ

ー住宅の整備や民間
賃貸住宅等への円滑
な入居の支援 

・居宅サービス利用者の約

80％が、可能な限り在宅で生活

をしていきたいと考えており、

施設入所希望者は約 5％、高齢

者専用の住宅への入居希望者

は約 3％の調査結果となって

いる。 

・一般高齢者の約 25%が今すぐ

住み替えたい、または将来的に

は住み替えを検討したいと考

えている。そして、その住み替

え先として約 33%が公共住宅

を、約 22%が介護、見守りや食

事の提供などがついている高

齢者専用の住居を考えている。 

・介護が必要となった場合、一

般高齢者の約 67％の方が可能

な限り在宅で生活をしていき

たいと考えており、施設入所希

望者は約 13％、高齢者専用の

住宅への入居希望者は約 11％

となっている。 

・91.3％の人が週に 2～3 日以

上の頻度で外出しており、主な

外出理由は「日常品の買い物

（85.2％）」「銀行など金融機関

でのお金の出し入れや手続き

（68.0％）」「通院（60.5％）」

となっている。 

・新宿区内に都営住宅
が 19団地 7,143戸、区
営住宅が 58団地 1,061
戸あり、シルバーピア
（308 戸）等の高齢者
向けの住宅を含めて、
公共住宅は一定数が確
保されている。 
・高齢者専用賃貸住宅、
高齢者向け優良賃貸住
宅については、民間事

業者が参入していな
い。 
・民間賃貸住宅におい
て、入居中の事故や住
宅の使用方法への不安
などを理由に、高齢者

の入居が制限されてい
る状況が見られる。 
・平成 23 年 3 月ユニ
バーサルデザインまち
づくりガイドラインの
策定 

・多くの高齢者は、持ち家
など在宅で生活しており、
介護が必要になってもでき
る限り在宅生活の継続を望
んでいる。その実現のため
には、さらに地域包括ケア
を推進し、介護が必要にな
った場合にも高齢者が在宅
生活を継続できる体制を整
えていく必要がある。 
・高齢者が現在のすまいで
暮らし続けられるよう支援
する施策が基本となるが、
より安心できる住まいとし
て、バリアフリーで緊急通
報システムや生活相談のサ
ービスが受けられ、さらに
介護サービスと連携した支
援付き高齢者住宅を整備促
進する必要がある。 

・住み慣れた地域で買い物
や通院などの日常生活を継
続できるようにユニバーサ
ルデザインの視点に立った
まちづくりを進めていくこ
とが必要である。 

・高齢者総合相談センター
を中心として、大規模な都
営住宅などの地域特性に応
じた地域包括ケアシステム
の構築を検討する。 
・中重度の要介護状態にな

っても施設に入所せずに、
区民が高齢期に安心して住
み続けることができるよ
う、バリアフリーで緊急時
の見守りや医療、介護、生
活援助サービス等が日常生
活の場で適切に提供され
る、高齢者に配慮したすま
いの整備を促進する施策を
検討する。 
・民間賃貸住宅の家主側が
設ける高齢者の入居制限を
軽減するため、緊急通報装
置の設置促進策、退去時の
家財処理費の負担軽減策を
検討していく。 
・ユニバーサルデザインま
ちづくりガイドラインの普

及啓発と推進 

現計画の課題・方向性 現   状 調査結果 課   題 今後の方向性 



基本目標４ 尊厳あるくらしを支援します 

 

施策１３ 権利擁護・虐待防止の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

・成年後見制度、地域
福祉権利擁護事業に
ついての理解促進と
成年後見制度を担う

人材の育成 
・消費者被害の予防・
救済・再発防止に向け
た、関係機関との連携
と普及啓発の取り組
み。 

・高齢者総合相談セン
ターを中心とした虐
待の早期発見、相談体
制の整備 
・認知症や要介護状態
になっても、生命や財
産が守られ、日常生活
に支障をきたすこと
なく暮らすことがで
きるよう権利擁護事
業の効果的な活用の
促進 

・発生した事態に迅速
に対応できる、関係機
関、団体等が一体とな
った総合的なネット
ワークの構築 

・一般高齢者では、成
年後見制度を知ってい
るが利用していない
（46.6％）、制度もしら
な い 、 利 用 し な い
（45.5％）。成年後見セ
ンターの認知度は、
24.3％である。 

・居宅サービス利用者
では、成年後見制度を
知っているが利用して
いない（36.9％）、制度
もしらない、利用しな
い（50.2％）。成年後見

センターの認知度は、
18.5％である。 

・第 2 号被保険者は、
成年後見制度を知って
いるが利用していない
（51.6％）、センター認
知度（12.1％）。 

・虐待防止、孤独死防止等、
課題別に行われていた会
議体を高齢者の権利擁護
の問題と位置づけ、総合的
な協議会に再構築した。 

・パンフレットやフォルダ
-等のグッズを活用して普
及啓発を進めた。 
・高齢者総合相談センター
による地域の課題に応じ
た連絡会等の取り組みが
見られた。 
・個別のケースで必要な場
合は、区長申立による成年
後見審判請求や老人福祉
法に基づく措置による施
設入所などの対応をとっ

ている。 

・成年後見センターにおけ
る相談件数は当初の 1.7
倍に増加、相談後満足度調
査も高い結果が出ている。
地域福祉権利擁護事業（地

権）との一体的な運営によ
り、関係機関と連携した
個々の事例に対する支援
が充実し、地権機能活用に
よる後見申立支援件数は
当初実績の 5倍となった。 

・地域単位での権利擁護

に関するネットワークを
構築していく必要があ
る。 
・個別のケースでは、よ
り複雑で専門的な相談が
多くなってきており、弁
護士等の専門職との連携
が必要である。 
・高齢者虐待等の防止の
ために、介護者への支援
を充実させる必要があ
る。 

・成年後見制度の周知度
は約半数であり、更に周
知啓発が必要 
・社会貢献型後見人の受
任と受任後支援（監督お
よび活動支援）事業の本
格実施に踏み出す必要が
ある。 
・相談および支援件数急
増への対応や育成・受
任・受任後支援の一連の
取組みを継続して実施し

ていく観点から体制強化
を図る必要がある。 

＜権利擁護＞ 
・高齢者の虐待の実態把
握と具体的防止策の充
実。 
・地域高齢者総合相談セ

ンターを核とした権利
擁護のネットワークを
構築し、相談体制の充
実。 
・必要に応じて弁護士等
の専門職からスーパー
バイズを受けられる体
制づくりを行い、高齢者
の権利擁護を推進する。 
・介護者への支援の充実
を図る。 
 

＜成年後見制度＞ 
・成年後見制度の一層の
周知。 
・成年後見センターと高
齢者総合相談センター
の連携。 
・社会貢献型後見人の活
用を推進し、受任後の支
援体制の充実。 

現計画の課題・方向性 現   状 調査結果 課   題 今後の方向性 



基本目標５ 支え合いのしくみづくりをすすめます 

 

施策１４ 介護者への支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

・介護保険制度の整備
や地域社会での支え
合いのしくみづくり

に加え、家族介護者へ
の支援策の充実が大
切 
介護者の負担を軽減
する対策の充実や家
族介護者会などの介

護者同士のグループ
活動への支援策を充
実することが必要 
・多くの介護者が介護
負担軽減のための事
業に参加できるよう

支援体制を充実する
とともに、自主的に活
動する家族介護者会
等への支援策を充実 
介護者の健康づくり
や介護技術について
の知識習得等、介護者
が元気に安心した生
活ができる施策を推
進 

・居宅サービス利用者
調査で、介護者に「介
護者への支援として新
宿区に力を入れて欲し

いこととして、「介護に
関する相談機能の充実
47.0%」や「家族など介
護者のリフレッシュの
ための制度 36.3%」と
回答した人が多かっ
た。 
 

・介護者に対して、家

族介護者教室や交流会

を実施するとともに、

介護者同士の自主グル

ープの支援を行った。

新たに認知症高齢者の

家族への支援や介護者

リフレッシュ支援事業

を開始した。 

 

・介護者同士の支え合
い、情報交換の場とし
て自主グループを位置
づけ、各地域ごとに自
主グループを立ち上げ
ていくことが課題であ
り、そのための新たな
参加者、担い手を見出
していく必要がある。 
・介護者自身が、自ら
の経験の力を実感でき
るプログラムを導入し
ていく必要がある。 

・介護者の精神面への
支援が必要である。 
・効果を検証しながら、
継続して介護保険外の
サービスを実施してい
く必要がある。 

・地域高齢者総合相談
センターを核として、
自主グループ化など介
護者同士の支えあいを
促進する。 
・認知症高齢者の介護
者のため支援として、
ノウハウを持った NPO
との協働等、新たな介
護者支援の手法を検討
していく。 
・関係機関と連携して、
介護者の心のケアに資

する取り組みを検討す
る。 
・介護者の負担軽減に
つながる保険外サービ
スのニーズ把握を行い
必要なサービスを構築
する。 
 

現計画の課題・方向性 現   状 調査結果 課   題 今後の方向性 



基本目標５ 支え合いのしくみづくりをすすめます 

施策１５ 高齢者への地域支援のしくみづくり（「施策１６ ボランティア活動等への支援」を統合し、名称変更する） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

・高齢者が一人でも安
心して暮らせる地域づ
くりの取り組みが必要 

 

・高齢者及び家族を支
援する関係者の顔が見
える連携体制を整備 

 
・ボランティアによる
見守りや支え合いの地
域活動を支援 

 

 

 

・一般高齢者調査、居
宅サービス利用者調査
ともに、地域のつなが
りの必要性の問いで
は、「とても必要だと思
う」「どちらかといえば
必要だと思う」と回答
した人は合わせると約
9割であった。 
また、介護が必要にな
っても在宅で暮らし続
けるために必要なこと

との問いには、「近所の
人の見守りや手助けが
ある」や「近所の人や
民生委員などによる、
定期的な訪問や声かけ
がある」との回答が 2

～3割であった。 

・情報紙の訪問配布を行
うことで 75歳以上の一人
暮らし高齢者の安否確認
を行ったり、孤独死対策
としてほっと安心カフェ
に取り組み、地域の方同
士の支えあいのきっかけ
づくりに取り組んでい
る。また、新たな高齢者
見守り対策として、3年に
1 度行う 75 歳以上高齢者
の安否確認や区内をエリ
アに持つ事業者との連携
による見守りを行い、重
層的に高齢者の見守りを
行っている。 
・見守りからの相談や実
態把握の相談窓口を高齢
者総合相談センターと
し、地域の実態把握、総
合相談機能を担ってい
る。 
・見守りを行うボランテ
ィア等との懇談会を定期
的に実施している。 
・現場の声として、安否
確認する際、どこまで行
ってよいか迷うケースが
ある 
・暮らしのｻﾎﾟｰﾄ事業で
は、利用会員は増加傾向。
協力会員との継続的なお
つきあいは構築されつつ
ある。 

 

・高齢者の見守り活動
に対して、拒否してい
る高齢者の対応をどう
するか。 
・オートロック式のマ
ンションやセキュリテ
ィー機能があるマンシ
ョンに住む高齢者の安
否確認をどうするか。 
・安否確認する際の方
法（通常時及び災害時） 
・暮らしのサポート事
業では、事業リニュー
アル後間もないため、
事業周知が十分できて
いない。区民にわかり
やすい事業案内の作
成･配布･説明が必要。 

・地域で高齢者を見守
る方も高齢化してお

り、より広範な世代に
よるボランティアへの
参加が必要。 

・地域高齢者総合相談
センターによる地域ケ
アシステムと医療・介
護の連携を図り、地域
の実態に即したしくみ
を構築する。 
・地域で日常的に見守
り活動をしている関係
者による定期的な情報
交換を行うとともに、
各種見守りサービスや
地域活動の連携を図
る。 
・会食方式の食事サー
ビス等、地域での自主
活動を通じた見守りを
拡充するとともに、見
守りにつながる様々な
サービスの一層の周
知・活用を図る。 

・ボランティア活動に
関する情報提供を行
い、若年層も含め広範
な世代による地域の見
守りを進める。 

現計画の課題・方向性 現   状 調査結果 課   題 今後の方向性 



基本目標５ 支え合いのしくみづくりをすすめます 

 

施策１６ 災害時支援体制の整備（新規） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

・災害等に備え、地域

における要援護者の

情報の把握・共有及び

支援 

・災害時に要援護者の

安全と生命を守る取

組みの充実 

 

 

 

・災害時要援護者登録
名簿制度の認知度で、
一般高齢者で知ってい
るが 9.3%と低い。 
・「災害時にひとりで避
難できるか」との問い

には、一般高齢者調査
では約 8割が「できる」
と回答しているが、居
宅サービス利用者調査
では「できる」と回答
した人が約 3 割であっ
た。 
 

・平成 23年 3月新宿区版
災害時要援護者支援プラ
ン骨子の策定 

・手上げ方式の災害時要
援護者登録名簿の登録者
数が少ない。 
・対象者は、65 歳以上の
一人暮らし高齢者、障害
者及びその他援護を必要

とする者 
・災害時要援護者名簿登
録者への家具転倒防止器
具の無料配布 
・災害時要援護者用の避
難所として福祉施設を二

次避難所に指定 
・災害用物資の備蓄 

 

・名簿登録者の拡大と
警察等の関係機関での
情報の共有化方法・管
理方法の検討 
・避難勧告等の情報伝
達体制整備 
・避難支援計画（要援

護者支援プラン）等の
具体化 
・避難誘導及び避難所
における支援の体制整
備 
・地域の支援体制の整
備 

・災害時要援護者名簿の周
知・登録勧奨を行う。 
・地域・各施設等による安
否確認及び避難誘導の体

制づくりを行う。 
・安否確認及び避難情報の
照合方法・体制の整備 
・避難所及び二次避難所の
対応を検討する。 
・備蓄物資、備蓄場所を確

保する。 
・ボランティアセンターと
の連携を行う。 
・関係機関連絡会議（仮称）
の設置による連携・協働の
体制づくりを行う。 

・災害時の地域での支え合
いや安否確認等について
地域ごとに意見交換を行
う。 
 

現計画の課題・方向性 現   状 調査結果 課   題 今後の方向性 
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